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法   務   大  臣 殿 

出入国在留管理庁 長 官  殿 

福岡出入国在留管理局長 殿  

2023 年 11 月 1 日 

          移住労働者と共に生きるネットワーク・九州    

連絡先 福岡市博多区美野島２-５-31 美野島司牧センター内  

共同代表 井上幸雄 (福岡市：アジアに生きる会・ふくおか)       

コース・マルセル (福岡市：美野島司牧センター)  

髙栁香代（宮崎市：多文化 design コンパス）   

中島眞一郎 (熊本市：コムスタカ-外国人と共に生きる会)  

 

       意見交換会における要望書  
 

１ 永住許可要件の適合性についての審査について 

①  令和５年４月 21 日の永住許可ガイドラインの改定（以下「改定ガイドライン」）によ

る審査基準は、永住許可取得を困難にするものです。「外国人材の受入れ・共生のため

の総合的対応策」（以下「総合的対応策」）の外国人との共生と定着を目指すべき方向に

逆行します。改定ガイドラインを見直し、永住許可の審査基準を緩和してください。 

 

②  改定ガイドラインにより「納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出

入国管理及び難民認定法に定める届け出等の義務」を「適正に履行している」として、

これらの保険料等を支払うべき時に支払っていることの証明を過去数年間に渡って求

めることは、長期に正規雇用されている以外の外国人にとって相当過度な要請であり、

永住許可取得を困難にしています。「総合的対応策」の趣旨に沿って見直してください。 

 

③  改定ガイドラインによる年収基準の引上げは、永住許可取得を困難とするものです。

引上げ基準の一律の適用ではなく、都市と地方の差、正規労働者と非正規労働者との賃

金格差、自営業者の所得状況など配慮した柔軟な運用を行ってください。 

 

 

２ 「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格の更新や変更等について  

① 「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更申請に関して、ガイドライン

を設けて公表してください。 

 

② 「定住者」あるいは「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本で暮らす外国人が、

その親の介護あるいは子どもの育児のため親を呼び寄せたい場合、現状では、高齢で
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あることや、その地で誰も扶養する者がいない等厳しい要件の下で「特定活動」での

入国が認められていますが、その要件を満たさない場合には、親族訪問として「短期

滞在」の在留資格で呼び寄せるしか方法がありません。親の呼び寄せの場合、「短期滞

在」あるいは「特定活動」ではなく、「定住者」の在留資格を付与し、長期的に滞在で

きるようにしてください。 

 

③  日本人を父とすることが確認され、この父が死亡しているか、または父が呼び寄せ

に協力しない外国籍の子につき、日本での就労を希望する場合、「日本人の配偶者等」

などの在留資格を許可するようにしてください。 

 

 

３ 「家族滞在」の在留資格について 

① 「家族滞在」の在留資格者で、日本の小学校、中学校、高校に入学・卒業していない場

合には、週 28 時間以内のアルバイトしか認められず、いつまでも就職できません。こ

のような「家族滞在」の在留資格者に、日本で就職が可能となる「定住者」あるいは、

就労可能な「特定活動」への変更を認めてください。 

 

② 「家族滞在」の在留資格者で、親のみが「永住者」となった場合で、成人年齢を過ぎて

いる場合には、「定住者」の在留資格への変更が認められず、他の在留資格へ変更の要

件を満たさない場合には、子どものみ帰国を強いられることになります。このような「家

族滞在」の在留資格者に、日本で在留を継続できる「定住者」あるいは就労可能な「特

定活動」への変更を認めてください。 

 

    

４ 個人識別情報の提供の義務化について 

①  外国人（特別永住者や 16 歳未満などを除く）を対象として、指紋情報など個人識別

情報の提供を義務として求めることは、外国人を管理・監視の対象とするもので、外国

人を差別し、基本的人権を侵害するものであり、すみやかに廃止してください。それに

向けた段階的な対応として、まず永住者への適用を除外してください。 

 

②  提供された個人識別情報をプライバシーとして保護し、その目的外利用を許さず、そ

の利用目的達成のための合理的な期間経過後はすみやかに消去してください。 

 

５ DV 被害者及び人身取引の被害者について  

① 改正 DV 防止法の立法趣旨に沿って、「DV 事案に係る措置要領」に基づき、手続きを行う 

ことを徹底してください。外国籍の DV 被害者に対して、その認定を積極的に行ってくだ 
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さい。 

 

② 「家族滞在」の在留資格者が、その外国人配偶者からの DV あるいは外国人親からの虐

待を受けた場合、この被害者が加害者から別居して暮らしていても、「家族滞在」の在

留資格の更新を認め、更に自立して生活が可能となる就労可能な在留資格を付与するな

ど、DV や虐待等被害者への配慮をしてください。 

 

③  在留資格のない外国籍の人身取引の被害者に対しては、刑事や民事上の加害者責任の

追及を可能とするため、被害者に在留特別許可により就業可能な在留資格を付与するな

ど長期的な在留を可能とする被害者保護を行ってください。 

 

④  男性や旅券上では男性となっているセクシュアル・マイノリティの人身取引被害者を 

一時保護できる施設を設けるか、DV 被害者と同様に全額公費援助で一時保護できるよ

うにしてください。 

 

⑤   人身取引被害者には、性的搾取だけでなく労働搾取による被害者も含まれます。技能 

実習生の中には、送出し機関などに多額の保証金を支払わされ、違約金の契約を締結

させられ、日本で働けば多額の貯金ができるとだまされて来日している人もいます。

これらの技能実習生を人身取引被害者と認定し、保護してください。 

 

 

６ 外国人労働者の就労届出からの摘発の中止  

①  事業主に義務付けられている外国人労働者の就労状況の公共職業安定所（ハローワー

ク）への届出情報は、外国人及び外国人労働者の個人情報です。この届出情報をもとに

した入管の摘発は、個人情報の目的外利用であってプライバシーの侵害となります。こ

の届出情報をもとにした外国人の摘発を中止してください。 

 

 

７ 技能実習生制度の見直しについて 

①  2017年 11 月施行の新制度下でも、「日本の優れた技術移転を通じての国際貢献」とい

う理念と、安い労働力を求める日本の受け入れ側や高い賃金を求めて働きに来る技能実

習生という実態との乖離は拡大しています。技能実習制度を廃止し、実態に合わせ、外

国人労働者に転職の自由が認められる「労働」の在留資格を設けてください。 

 

②  2017年 11 月施行の技能実習制度では、送出し国と日本の間に政府間協定が締結される

ことになりました。しかしながら、送出し国において、来日前に高額の斡旋・紹介料を
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支払わされ、保証金や違約金契約を締結するケースが絶えません。高額の斡旋・紹介料、

保証金や違約金契約をなくしていくために、技能実習生の求人を送出機関や監理団体な

ど民間の団体にゆだねるやり方を改め、政府機関か中立の公的機関が求人や採用を行う

仕組みに改めてください。 

 

③  2018年 12 月の臨時国会で、失踪した技能実習生の中には、最低賃金未満で働かされた

り、酷い人権侵害を受けたりしていた者が多く存在することが明らかになりました。こ

の技能実習生に対して、転籍先を見つけて実習が継続できるようにするか、その被害を

補償できるようにするとともに、違反先の監理団体や実習実施者に対し、新しい施策に

基づき厳しい処分を行ってください。 

 

④  監理団体や実習実施者の「不正行為」や「法令違反による人権侵害」からの救済を求

めている技能実習生が、その権利や損害の回復ができるまで日本に滞在できるよう在留

資格について配慮してください。 

 

⑤  2019年３月 11 日の通知以降、2023 年 4月 3日の通知まで再三にわたる通知が出され

ていますが、解雇や帰国させられることを恐れて、妊娠したことを誰にも相談できず、

日本で出産などし、刑事責任を問われる事案が相次いでいます。この背景として、技

能実習生の妊娠が明らかになると、監理団体や実習実施者が、中絶させたり、強制帰

国させたり、自己都合を装って帰国させるケースが多数存在することが考えられます。

技能実習生が、妊娠や出産を理由に解雇されたり、技能実習期間の中途で帰国させら

れたりすることは違法です。日本人と同様に日本の労働関係法令で保護され、産休や

育休の取得ができ、出産一時金、産休手当及び育休手当が取得できることの周知徹底

や、違反する監理団体、実習実施者、送出機関に対して、受け入れ停止などの重い処

分を科してください。強制帰国や意に反した『自己都合による帰国』をさせられる技

能実習生を保護してください。 

 

⑥  貴局の「所属機関に在籍又は契約機関との契約等に基づき我が国に在留する外国人の

妊娠・出産等に伴う在留資格上の取扱いについて（通知）」（入管庁管 2352 号 令和 3

年 6月 9日）には、出生した子について、「特定活動」の在留資格、在留期間 6月を付

与するが、「やむを得ない事情がある場合を除き，原則として在留期間の更新は認めな

い。」と記載されています。これを、「日本で出産し、日本で子育てを希望する場合に

は、原則更新を認める」と変更してください。 
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８ 日本語学校等留学生について 

日本語学校では、留学生との金銭をめぐるトラブル、妊娠・出産を実際の理由とする退

学、行き過ぎた留学生への行動管理、 留学生からの質問・相談・要望などに対応せず、

聞き捨ててしまう等様々な問題がおきています。以下、日本語学校等留学生の問題につい

て要望します。 

 

① 日本語学校に対して以下のことを指導してください。 

・送出し機関による日本での就労制限（原則週 28時間以内）の説明義務と当該外国人

の説明受領確認の徹底 

・「日本語教育機関の告示基準」の遵守 

・本人の意思を無視し、強制帰国させることの禁止 

 

② 福岡入管は、送出機関、あるいは日本語学校による事実と異なる説明により入国した留

学生がいる場合、不利益を当該留学生にだけに負わせることがないよう、留学生の在留

資格の更新等について一定期間保護的な対応を取ってください。 

 

③  日本語学校による留学生のパスポート取り上げ、本人の意思を無視した強制帰国等の

人権侵害を疑う情報に接したら、貴庁は速やかに事案を調査してください。その結果人

権侵害が確認されたら、告示基準に基づき日本語学校に対して対処してください。 

 

④ 日本語学校の中には、「奨学金あり」を謳い、その実来日後のアルバイト先が固定化さ

れ、職場を変えることが難しく、離職すると賠償金の義務を負う、との人身売買が疑わ

れる事案も見られます。。主管庁としてこのような事案に対して調査し、被害者の保護

と関係機関の処罰をしてください。 

 

⑤  日本語学校留学生の出産に際しての、当事者と出生子の在留資格の扱いについて、貴

庁が通知 2352 号に従って対応することを、日本語学校関係者に通知してください。さ

らに通知が実施されているか確認するために、日本語学校からの退学の報告において、

妊娠、出産を含む理由の選択肢を細かに設定してください。 

 

⑥ 日本語学校の留学生間で妊娠し、日本国内で出産した場合、原則更新不可の「特定活動」

で６月の在留許可がなされるが、母国でその子の育児環境が整わない等の事由がある場

合、「特定活動」の更新をしてください。 

 

⑦ 入学前送金の額の明示と、送金手数料の負担者の明示、そして二重払いについては返金

するよう指導してください。 
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⑧ 校則あるいは別の文書で、留学生の自動車運転免許取得を入学から半年間禁止する、留

学生に対して管理が行き過ぎた事例が散見されます。人権に配慮するよう日本語教育機

関を指導してください。 

 

⑨ 日本語学校については「日本語教育機関の告示基準」で 760単位以上の授業実施が義務

つけられているところ、これを大幅に下回った日本語学校に対して、主務官庁として「告

示基準」に基づき、適切に指導をしてください。この際当該留学生については、不利益

とならないよう配慮してください。 

 

⑩ 日本語学校が、留学生の疑問、質問を、悩み等を十分聞かず、当事者間で事案が解決に

進まない状況を解消するために、主務官庁の責任として留学生専用の相談通報窓口を設

けてください。 

 

９ 「技能実習」「特定技能１号」等の家族帯同が認められない在留資格者間

での妊娠・出産について 

①  家族帯同が認められない「技能実習」「特定技能１号」等の在留資格者間で妊娠・出産 

した場合にも、その生命や健康が脅かされることのないよう、医療保険や雇用保険な

ど公的保険制度が適用される在留資格を、母子に保障してください。また、母親や父

親にも育児休業が取れるように在留資格を保障してください。 

 

 

10 2019 年改正入管法について  

①  各種届出義務違反に対する警察や検察への入管からの告発については、引き続き悪質

な事案に限定してください。 

 

②  日本人等の配偶者として在留している外国人が、配偶者としての活動を６月以上怠っ

た場合の在留資格の取消、あるいは中長期在留外国人が住居の移転の届出を 90日以上

怠った場合の在留資格の取消に関しては、取り消されない正当事由の具体例を含めて、

その運用のガイドラインを公表し、恣意的な運用にならないようにしてください。 

 

③  新たに規定された入管法 22条の４の第１項の５号の在留資格の取り消しは、当該外

国人が在留資格の活動を行わなくなった事情に十分配慮し、恣意的な運用にならない

ようにしてください。 
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11 入管行政への苦情窓口、外国人女性の長期収容問題、安心できる医療体制

の確保について 

① 出入国審査での入国審査官の対応や警備課職員の対応など入管職員の職務行為などに

苦情がある場合、苦情を受け付ける窓口があることを外国人に周知徹底してください。 

 

②  福岡入管内の外国人女性で長期的な収容が必要なケースでは、大阪入管等の遠方の収

容施設ではなく、福岡入管内で収容を継続するか、積極的に仮放免を認めるようにして

ください。 

 

③ 福岡入管の収容施設において、被収容者の健康と生命が守られるよう、安心できる医療

体制を確保してください。大村入管センターのある被収容者が、福岡入管での収容時に

外部医療機関を受診した際、診察した医師から外国人被収容者の存在を否定するような

発言をされ深く傷ついた、と面会者に語っています。このような対応に対して入管が外

部医療機関に是正の指導をしてください。 

 

 

12 共生社会に向けて 

①  在留カード読み取りソフトは、在留カードの券面記載の情報の偽造を発見する目的とさ

れます。日本人に対して運転免許証やマイナンバーカードの記載を疑ってその IC チップ

を読み取ることと同じです。日本人にせず、外国人のみにその身分にかかわる証明書の

券面を疑うことになります。外国人を雇用しようとする事業主がこのソフトを利用する

行為は、外国人への差別であり、「外国人との共生」の前提となる信頼関係を破壊しかね

ません。誰でもダウンロードできる状態を即時中止してください。 

 

②  日本では同性婚が認められていないため、外国人パートナーの在留資格が認められて

いませんが、二人の関係の明確性、確実性を示すことができる場合には、「日本人の配

偶者等」の在留資格を認めてください。 

 

③  外国人との共生社会に向けたロードマップで、目指すべき外国人との共生社会のビ

ジョンとして掲げている「安心・安全な社会」「多様性に富んだ活力ある社会」「個人

の尊厳と人権を尊重した社会の実現」に向けて内実のある取組み、意識醸成、仕組み

づくり、関係者との連携強化等を進めてください。 
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13 避難民・難民、帰国困難者等について 

① ウクライナからの避難民に対して、在留資格の対応のみならず、出入国在留管理庁

が窓口となり、住宅支援、生活支援、就労支援、語学支援を実施されています。これに

ついて、ミャンマーやアフガニスタン他からの難民、避難民、帰国困難者についても同

様の支援をしてください。 

 

②  告示外の特定活動医療を許可され、症状固定との診断がなされた後。後遺障害があり、

帰国しての生活は困難を伴うと思われる場合、「定住者」等の特別許可をしてください。 


